
長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の

改正について

エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準（平成25年経済産業省・国土

交告省告示第１号）が定められたことにより、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（H２１年

国土交通省告示第２０９号）の改正告示が平成２６年２月２５日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。

改正概要

　　１．構造躯体等の劣化対策

　　　・　Ｓ造の防錆措置についてＪＩＳ規格改廃に伴う改正

　　２．住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項に規定する評価方法基準（H13年国土交通省告示第１３

　　　４７号）が改正されたことにより、長期使用構造等とするための措置及び維持管理の方法の基準について、次の項

　　　目が改正されます。

　　　①　構造躯体等の劣化対策

　　　　ⅰ　木造住宅の基礎の高さの取り扱いの改正

　　　　ⅱ　床下における基礎断熱工法を用いる場合の地域区分は、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等

　　　　　　及び特定建築物の所有者の判断基準の改正に準ずる

　　　　ⅲ　S造の柱、はり、筋かい以外の構造躯体の防錆措置に鉛・クロムフリー錆止めペイントの追加

　　　　ⅳ　SM造（鉄筋コンクリート組積造）を追加

　　　　ⅴ　RC造の最小かぶり厚さの部位に壁はり、基礎はりを追加

　　　②　耐震性

　　　　・　階数が２以下の木造住宅の存在床倍率に鉄丸釘N75の仕様を追加

　　　③　維持管理・更新の容易性

　　　　・　共用排水管の横主管の掃除口設置間隔の取り扱いの変更

　　　④　省エネルギー対策

　　　　ⅰ　省エネルギー対策を断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に変更

　　　　ⅱ　地域区分は、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準に準ずる

　　　　ⅲ　断熱等性能等級は、外皮平均熱貫流率（UA)及び冷房機の平均日射取得率（ηA）とする

　　　　ⅳ　一次エネルギー消費量等級は、基準一次エネルギー消費量及び設計一次エネルギー消費量とする

　　３．施行日

　　　　平成２６年２月２５日より認定申請された住宅について適用されます。

　　　　ただし、省エネルギー対策の基準は、平成２７年３月３１日までは従前の基準によることも可能です。


